
 

学研高山地区ゲートエリアまちづくり協議会規約 

（名称） 

第１条 本協議会は、学研高山地区ゲートエリアまちづくり協議会（以下「協議会」

という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、学研高山地区第２工区マスタープランを基に次条の区域におけ

る適切な土地利用の実現に向け、土地区画整理準備組合を立ち上げることを目的

とする。 

（区域） 

第３条 協議会の区域は、別添の区域図に示す区域とする。 

（会員資格及び会員） 

第４条 協議会の会員資格は、前条の区域内に土地の所有権又は借地権を有する者

及び協議会が認める者とする。なお、会員は、まちづくり協議会への参加意向を表

明した者で構成する。 

（議決権） 

第５条 会員は各々が一個の議決権を有する。ただし、土地の所有権者又は借地権者

が数人の共有に属するときは、そのうちの代表者が一個の議決権を有する。 

（活動内容） 

第６条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）地権者の合意形成 

（２）まちづくりに関する調査・研究 

（３）まちづくりに関する連絡・調整 

（４）まちづくりに関する広報及び啓発 

（５）その他協議会の目的を達成するために必要な事項 

（役員会及び役員） 

第７条 協議会に次の役員で構成される役員会を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ２名程度 

（３）運営委員 ８名程度 

２ 役員は協議会会員の中から選出する。 

３ 会長及び副会長は役員の中から互選により選任する。ただし、相互に兼ねることはで

きない。 

（役員の職務） 

第８条 役員の職務は次のとおりとする。 

（１）役員は第６条に定める活動の遂行にあたる。 

（２）会長は協議会を代表し、会務を総括する。 

（３）副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときはその職務を代

行する。 



 

（４）副会長の代理の順序は、あらかじめ会長がこれを定める。ただし、定めがない

場合は、副会長の互選により定める。 

（役員の報酬） 

第９条 役員は無報酬とする。 

（会議） 

第１０条 会議は総会及び役員会とする。 

２ 総会及び役員会は会長が招集する。 

３ 総会及び役員会の議長は会長が行う。 

（総会） 

第１１条 総会は、役員会で必要と認めたとき又は会員の1/3以上から請求があった

とき会長が招集するものとする。 

２ 総会は、協議会の最高意思決定機関であり、次の各号に掲げる事項を審議議決す

る。 

（１）協議会の運営に関する重要な事項 

（２）規約の制定及び改正 

（３）役員の選任 

（４）その他役員会が重要と認める事項 

３ 総会は、会員の過半数の出席（委任状の提出者含む）により成立し、議事は、議

長を除く出席者の過半数により決する。ただし、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

４ やむを得ない事由のため会議に出席できない者は、書面による表決又は他の者を

代理人として表決を委任することができる。 

（役員会） 

第１２条 役員会は第７条の役員で組織する。 

２ 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議議決する。 

（１）総会開催に必要となる関係図書の作成等に関すること 

（２）第６条に掲げる活動に関すること 

（３）第１１条第２項に掲げる事項以外の事項 

３ 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、議事は議長を除く出席者の過半数

により決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（解散) 

第１３条 協議会は、次の場合に解散する。 

（１）土地区画整理準備組合が設立された場合 

（２）第２条の目的の達成が困難又は協議会の遂行が不能となり、総会において解 

散の議決をした場合 

（事務局） 

第１４条 協議会の事務局は生駒市都市整備部学研推進課に置く。 



 

（その他） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、役員会で

協議し定める。 

   附 則 

 この規約は、総会の議決を経て協議会の設立の日から施行する。 

 

 

  


